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京都府電気自動車等普及促進計画（改定版）中間案に対する府民意見募集の結果 

 

１ 意見募集期間 

  平成 26年９月 26日（金）から平成 26年 10月 23日（木）まで 

 

２ 意見提出数 

  37件（意見提出者数 10人） 

 

３ 意見の要旨とこれに対する府の考え方 

項  目 意見の要旨 府の考え方 

全  体 計画改定に当たり、ＣＯ2 削減等の環境改善のみな

らず、蓄電機能を活用した街づくり等、様々な視点

から普及促進計画を検討していることは評価でき

る。野心的な目標である「5000台普及」を確実にす

るとともに、早期に「本格普及」のステージを達成

されたい。 

その他賛同の御意見 ６件 

計７件 

本計画に掲げた施策を事業者等と連携

を図りながら推進し、普及目標の達成

を目指していきたいと考えています。 

水素エネルギーの活用も盛り込んだ案となり、電気

と水素を活用した多様なエネルギーから成り立つ

社会の構築に向けた計画と感じる。 

 

その他賛同の御意見 １件 

計２件 

今後、燃料電池車に関する情報収集や

水素関連産業のあり方等についても調

査研究を進め、多様なエネルギーを効

率的に活用し、温暖化対策にも寄与す

る社会づくりを進めていきます。 

H32 年度に新車登録台数の 1／2 がＥＶ/ＰＨＶとす

る目標については、かなりチャレンジャブルなもの

と思われ、法的な規制なども含めた、思い切った施

策が必要になると考える。 

 

本計画では、中期的目標年度である平

成32年度での自立的普及の実現を目指

し、平成28年度末までに需要の創出拡

大・本格普及へと誘導する施策を推進

していきます。 

 

台数目標のみならず、方策毎の「ＫＰＩ（重要業績

評価指標）」を決めて、取組みのＰＤＣＡを回す仕

組みが必要と思われる。 

例）ワークプレースチャージング導入企業数、 

高齢者福祉施設への電気自動車等導入数 等 

 

御意見を踏まえて、今後の施策評価で

の活用を検討していきます。 

これまでの施策を継続することで、普及、拡大が進

むと考えられる。一方で、海外で数多くのＥＶが普

及している地域の施策を見ると、より直接的なイン

センティブ（免税、減税、専用レーン、専用パーキ

ング、各種料金の優遇など）の効果が大きいことが

わかる。特にH32年度新車登録台数の目標達成に向

けては、さらなる「直接的」インセンティブやワー

クプレースチャージングなどの施策が必要になる

と考える。 

 

府独自の自動車税等の減免措置を継続

するとともに、企業で取組が始まりつ

つある「ワークプレースチャージング」

の促進にも取り組んでいきたいと考え

ています。 



2 

 

 本計画の内容を踏まえると、将来的には、計画名を

「電気自動車等普及促進計画」から、小型モビリテ

ィやＦＣＶも内包した「次世代環境車普及促進計

画」に変更してもよいのではないか。 

 

本計画は、電気自動車等普及促進条例 

に基づく計画であり、現名称としてい

ますが、次世代自動車は多様化してお

り、計画の名称変更も、将来の検討課

題の一つと考えています。 

府民生活と

地域に即し

た需要の創

出・拡大 

ＥＶ等の蓄電機能を活用した災害に強い街づくり

を推し進めるため、ガイド値を設けて、一定割合を

ＥＶ等に代替するという目標を持って公用車への

導入促進に取り組むべき。 

府の公用車への率先導入を進めていく

ほか、市町村に対しては、地域に応じ

た使い方の提案や体験の機会を設け、

公用車へのＥＶ・ＰＨＶ等の導入を支

援していきます。 市町村におけるＥＶの導入促進に向けて、市町村を

対象としたＥＶ等の説明会・試乗会の開催やワーク

プレースチャージングを含む充電インフラ整備等

の普及啓発を行うべき。 

環境に良いが、ガソリン車に比べてまだ高額なＥ

Ｖ・ＰＨＥＶを購入した人が、利用に関して何か特

典や優遇策を受けられるようにすると、個人での普

及が促進できるのではないか。 

その他同様の御意見 １件 

計２件 

民間企業と連携を図りながら、今後と

も、ＥＶ・ＰＨＶを利用した府内観光

やショッピングで優遇や特典が付与さ

れるサービスの開拓を進めていきま

す。 

１日の走行距離が150 km内で利用する主婦層などの

都市部利用者、１世帯に数台保有すると言われる過

疎地での利用者に対しては、ＥＶ・ＰＨＥＶの普及

促進が期待できる。 

本計画では、地域や使用目的に応じた

新たな活用モデルを提案していくこと

としています。 

法人の需要創出のために、ＥＶ、ＰＨＥＶタクシー

への優遇・補助金を拡充することで、例えばＥＶ、

ＰＨＥＶタクシーのみ初乗り運賃を下げたり、専用

乗車レーンを作るなど、タクシー利用者がガソリン

車よりもＥＶ、ＰＨＥＶを選択しやすい方策が考え

られないか。 

 

これまでからＥＶ・ＰＨＶタクシー、

レンタカー、貨物運送事業者等への導

入支援を行ってきたところですが、効

果的な普及策について、関係団体とと

もに検討していきます。 

 

充電インフ

ラの整備 

利用頻度の低い普通充電器の設置よりも、利用頻度

の高い急速充電器設置の拡大が必要。更に、ＥＶだ

けでなく、急速充電ができるＰＨＥＶが増加してお

り、充電待ちが散見されるようになっており、急速

充電器の複数台設置が必要。 

その他同様の御意見 １件 

計２件 

本計画では、府内のどこにいても電欠

を回避できるレベルまで充電インフラ

の整備を推進していくこととしていま

す。 

充電器の課金はまだ早いように思う。 

 

初期普及段階においては、官民とも無

料で充電器を開放してきたところです

が、本格普及に向けては充電ビジネス

の支援が必要と考えています。近年、

民間部門を中心に有料化への移行が進

んでいることを踏まえ、本計画におい

ても課金システムの本格運用や充電ビ

ジネスへの取組に対して支援していき

たいと考えています。 

合同会社日本充電サービス（ＮＣＳ）の本格的稼働

が進むと、利用者の無料充電器への雪崩現象が懸念

される。充電サービスの有料化が必要ではないか。 

また、課金機能の後付の支援事業が必要ではない

か。 



3 

 

充電施設は着実に増加しているが、認知が進んでい

ない。このままでは、ＥＶは航続距離が短いとの認

識が覆せない。 

 

関西広域連合等と連携しながら、充電

インフラの広域的な情報提供を充実し

ていきます。 

身近にいつでもＥＶ、ＰＨＥＶの利用価値やエコを

体験できる施設や場所を作ってほしい。 

 

観光客や府民がＥＶ・ＰＨＶを身近に

体験できる機会の増強に取り組んでい

きます。 

 

観光地、山間・積雪地、過疎地を踏まえた計画とな

っており、府内それぞれの 地域特性に応じたモビ

リティ活用に向けた施策展開に期待。 

特に低公害車が望まれる地域（重要文化財等が密

集）は、ＥＶやＦＣＶ以外の乗入規制等によって、

今後は京都ならではの次世代環境車の普及促進が

盛り込めていけると良いかと考える。 

これは『歩くまち京都』の理念とも共有できるもの

と思う。 

 

本計画では、地域に応じたＥＶ・ＰＨ

Ｖの活用促進やＥＶ・ＰＨＶの多様な

機能を活かした、まちづくり・地域づ

くりを進めることとしています。 

ＥＶ・ＰＨ

Ｖの多様な

機能を活か

したまちづ

くり・地域

づくり 

通勤車両の電動化は、航続距離に対する不安が無い

ことから本格普及に繋がりやすい。また、「勤務地」

に LEAF to Home のような「給電装置」を備えるこ

とにより、通勤車両が蓄電池（=電気の備蓄）とな

り、災害に強い街づくりにつながると考えられる。

このため、「通勤車両の電動化促進」の取組を強力

に推進するため、「企業、学校、公的機関での通勤

車両の電動化促進を奨励・表彰」、「通勤車両を対

象としたモニター体験等の普及啓発」、「従業員向け

駐車場等へのインフラ整備促進支援策」等を検討し

てもらいたい。 

 

本計画では、事業者の協力を得ながら、

ワークプレースチャージングの取組を

拡大していくこととしており、それに

関連して通勤車両の電動化等も促進し

ていきたいと考えています。 

 

「安心して暮らせる・訪れられる京都」を目指し、

ＥＶ等の蓄電機能を活用した「自助・公助」の環境

づくりを進める施策として、高齢者福祉施設や観

光・宿泊施設等への給電装置及びＥＶ等の導入促進

（補助制度・奨励制度等）施策が必要。 

 

ＥＶ・ＰＨＶの蓄電機能は、災害時等

に大いに活用できると考えており、Ｅ

Ｖ・ＰＨＶを活用した防災機能の強化

に向けた事業を検討していきます。 

 

ＥＶは駐車している時も蓄電池として機能する事

の認知が進んでいない。イベントやお祭りなどでの

認知活動の推進や、避難所への設置推進が必要。 

 

防災訓練における非常用電源としての

活用デモンストレーション等により、

蓄電池としての機能等についても啓発

していくこととしています。 

 

災害発生時に道路等寸断により孤立が予想される

エリアでのＥＶ・給電装置等を活用した街づくりモ

デルの検討及び水平展開が必要。 

 

 

 

本計画では、地域に応じたＥＶ・ＰＨ

Ｖの利用促進を図ることとしており、

御指摘の事例も含めて、地域や使用目

的に応じた新たな活用モデルを検討し

ていきます。 
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過疎地の集落ごとでのＥＶ・ＰＨＶのカーシェアの

普及を促進するための補助を検討してはどうか。 

 

本計画では、過疎地等地域に応じたＥ

Ｖ・ＰＨＶの活用促進について検討し

ていきます。 

 

「低炭素社会のまちづくり・地域づくり」の具体的

な推進を目指すには、「再生可能エネルギー発電」

を増やしながら、ＥＶをそのバッファーに活用する

ことが有効であり、京都府がけいはんな実証実験で

行っていたＣＥＭＳの本格導入を進めていくべき

と考える。本文記載のワークプレースチャージング

も、その観点で積極的に推奨されるものと考える。 

 

本計画では、省エネ・節電型社会に向

けたエネルギーマネジメントの推進を

位置付けており、ＢＥＭＳやＦＥＭＳ

のほか、ＣＥＭＳ（地域エネルギーマ

ネーマネジメントシステム）も含め、

ＥＶ・ＰＨＶを活用したスマートグリ

ッドの構築を促進していくこととして

います。 

将来的には、エネルギーマネジメントの観点や、防

災機能の強化においてもＦＣＶを巻き込んだ計画

を織り込んでいっていただきたい。 

 

ＦＣＶは大電力を外部に給電できるこ

とから、今後の普及状況も考慮しなが

ら、防災面でのＦＣＶの活用を検討し

ていきます。 

 

新しいタイプの電気自動車である、燃料電池自動車

について記載があるが、電気自動車との関係性につ

いては記載がないため、それぞれの特徴を生かした

活用の位置づけ等があるといいのではないか。 

 

本計画では、ＦＣＶを含むＥＶ・ＰＨ

Ｖの多様な機能を活かしたまちづく

り・地域づくりを推進することとして

おり、各車両の機能を考慮した施策を

検討していきます。 

 

新たなエネ

ルギー産業

の創出 

従来の深夜電力を用いた使用体系から、再エネ発電

の促進など、今後実現しようとする発電体系に合わ

せたものに切り替えて行く必要があり、その実現に

むけては、ＩＴＳやＶ２Ｘ機器の開発・導入を促進

する施策が必要ではないか。 

 

スマートグリッドの整備推進のため、

本計画においても、エネルギーマネジ

メント関連新産業の創出を促進するこ

ととしています。 

ＥＶ、ＰＨＥＶバスは普及が遅れており、一定数量

の導入台数義務化や大容量バッテリーシステムの

開発推進など働きかけてほしい。 

また、電池のリサイクルなどの環境対応産業にも着

手してほしい。 

 

本計画では、新たなエネルギー産業の

創出のため、引き続き、大学や研究機

関、企業等の技術を活かした新産業の

創出を支促進することとしています。 

燃料電池自動車の普及にもインフラ整備に課題が

あることから、本課題における施策も記載があると

いいのではないか。 

 

今後、ＦＣＶ普及に向けた情報収集や

水素関連産業のあり方を調査研究し、

水素ステーションの府内への誘致等に

ついて検討していきます。 

 

 


